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佐倉市立公民館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○佐倉市立公民館の管理運営に関する規則 ○佐倉市立公民館の管理運営に関する規則 

昭和49年３月29日教育委員会規則第２号 昭和49年３月29日教育委員会規則第２号 

（休館日） （休館日） 

第５条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要

と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 

第５条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要

と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 

（１）毎月の第２月曜日及び第４月曜日 

（２）１月１日から同月４日まで及び12月28日から同月31日まで 

 区分 休館日 

 弥富公民館 次のいずれかに該当する日 

 １ 日曜日 

 ２ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する祝日及び休日 

 ３ １月１日から同月４日まで及び12月28日から同

月31日まで 

 和田公民館（和

田公民館分館

を除く。） 

次のいずれかに該当する日 

 １ 毎月の第２月曜日及び第４月曜日 

 ２ 国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び休

日 

 ３ １月１日から同月４日まで及び12月28日から同

月31日まで 

 その他の公民

館（和田公民館

分館を含む。） 

次のいずれかに該当する日 

 １ 毎月の第２月曜日及び第４月曜日 

 ２ １月１日から同月４日まで及び12月28日から同

月31日まで 
 

 


